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表１　　学部分 表１　　学部分
（A） （B） （C） （A） （B） （C）

構成員数 係数 配分係数 構成員数 係数 配分係数
学校教育 1.50 学校教育 1.50
学校心理 1.75 学校心理 1.75
幼児教育 1.50 幼児教育 1.50
国際教育 1.25
特別支援教育 1.75 特別支援教育 1.75
家庭科 1.75 家庭科 1.75
国語科 1.00 国語科 1.00
日本語教育 1.00
英語科 1.00 英語科 1.00
社会科 社会科
　（社会科教育学） 1.00 　（社会科教育学） 1.00
　（地理学） 1.50 　（地理学） 1.50
　（歴史学） 1.00 　（歴史学） 1.00
　（哲学） 1.00 　（哲学） 1.00
　（法学・政治学） 1.00 　（法学・政治学） 1.00
　（経済学） 1.25 　（経済学） 1.25
　（社会学） 1.50 　（社会学） 1.50
数学科 1.50 数学科 1.50
情報教育 2.00

(3)「その他の授業に要する経費」については，①「プロジェクト学習」の授業

　　に要する経費，②情報教育関連の授業に要する経費，③生活科の授業に要

　　する経費及び④特別支援教育特別専攻科の授業に要する経費に区分し，積算

　　額を①は教務委員会に，②は教務委員会情報教育授業運営部会に，③は教務

　　委員会生活科授業運営部会に，④は特別支援科学講座にそれぞれ配分する。 　　リキュラム委員会情報教育授業運営部会に，③はカリキュラム委員会生活科

　　授業運営部会に，④は特別支援科学講座にそれぞれ配分する。
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国立大学法人東京学芸大学教員研究費等配分基準に基づく配分細則の一部改正について

改正理由：平成２２年度４月以降の教育組織の変更及び委員会の再編に伴い，所要の改正を行うものである。
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（A）×（B） 予算額÷（D）×（C）

 第３　「授業経費」は，次の各号に区分し配分する。  第３　「授業経費」は，次の各号に区分し配分する。

(3)「その他の授業に要する経費」については，①「プロジェクト学習」の授業

　　に要する経費，②情報教育関連の授業に要する経費及び③生活科の授業に要

　　する経費，④特別支援教育特別専攻科の授業に要する経費に区分し，積算額

　　を①はカリキュラム委員会プロジェクト学習科目等授業運営部会に，②はカ

（A）×（B） 予算額÷（D）×（C）

現　　　　　　　　　　行

配分額

改　　　　　　　　　　正



理科 2.00 理科 2.00
　（理科教育学） 　（理科教育学）
　（物理学） 　（物理学）
　（化学） 　（化学）
　（生物学） 　（生物学）
　（地学） 　（地学）
技術科 1.75 技術科 1.75
音楽科 1.75 音楽科 1.75
美術科 2.00 美術科 2.00
書道科 2.00 書道科 2.00
保健体育科 1.75 保健体育科 1.75
養護教育 1.75 養護教育 1.75
ものづくり教育 2.00
生涯学習 1.50 生涯学習 1.50
カウンセリング 1.75 カウンセリング 1.75

国際教育 1.25
環境教育 2.00 環境教育 2.00
総合社会システム 1.50 総合社会システム 1.50
多言語多文化 1.25 多言語多文化 1.25

日本語教育 1.00
日本研究 1.50 日本研究 1.50
アジア研究 1.50 アジア研究 1.50
欧米研究 1.50 欧米研究 1.50
自然環境科学 2.00 自然環境科学 2.00
文化財科学 2.00 文化財科学 2.00
情報科学 2.00 情報教育 2.00
生涯スポーツ 1.75 生涯スポーツ 1.75
総合音楽 1.75 総合音楽 1.75
造形美術 2.00 造形美術 2.00
書芸 2.00 書芸 2.00
表現コミュニケーション 1.50 表現コミュニケーション 1.50

計 （D） 計 （D）

　　附　則
この細則は，平成22年4月28日から施行し，平成22年4月1日から適用する。
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